
◎「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を
改正する法律」には、感染者やその家族、医療従事者
等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることの
ないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けら
れています。また、ワクチン接種についても任意であ
り、接種の強制や差別、不利益な取り扱いを行うこと
のないよう、ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ先：吹田市人権政策室 06-6384-1513

吹田市では、令和３年８月2５日現在で累計
5,130名の方々が新型コロナウイルス感染
症と確認されています。クラスターも散見され
ています。感染された方々に心からお見舞い
申し上げます。 また、私たち一人一人の感染
症対策がとても大切です。改めて、感染拡大
防止のご協力をよろしくお願いします。
爆発的な感染による療養や検査体制の充

実、ワクチン接種体制、心のつながりを保つた
めの支援など、市民の命を救う対応を第一に

様々な対応を市に求めていきます。
引き続き、皆さまからのご意見・ご相談等を
お待ちしています。
なお、5月定例会は、コロナ禍の影響による
国からの低所得者子育て世帯への生活給付
金、生活困窮者自立支援金などの経済支援、
また、ICT教育の整備、万博記念公園地区に
対する決議などについて審査・採決を行いま
した。コロナ関連情報と５月定例会の議会報
告（抜粋）です。

◎5月定例会にて行われました市議会の役員改選によ
り、いけぶち佐知子議員が副議長に就任されました。
（政党に所属しない女性議員としては初めてです。）
また、議会運営委員会副委員長には馬場慶次郎議員が
就任されました。私、いそがわも同じ会派として、
「二元代表制」の一翼を担う市議会としての役割を
しっかりと果たせるよう努力し続けたいと思います。

以下、令和３年度の五十川有香の所属委員等です。
●健康福祉常任委員会副委員長
（担当部署：児童部、福祉部、健康医療部）

●議会運営委員会小協議会委員長
（市民と歩む議員の会会派）

●広報委員会委員
●予算常任委員会委員（健康福祉分科会）
●決算常任委員会委員（健康福祉分科会）
●環境審議会委員（議会選出）

【重症化しないよう早めの受診を！】

吹田市議会会派
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【令和３年５月定例会より副議長会派となりました！】

吹田市の対応の流れ↓↓(発熱、咳、痰、味覚・嗅覚
異常、全身倦怠感等のある方)
１−①かかりつけ医や身近な医療機関に電話で症状等

についてご相談ください。
１−②どこに連絡をしたらいいのかわからない場合

は、新型コロナ受診相談センターへ連絡を！
平日9時ー17時半•••• TEL:06−7178−1370

FAX:06−6339−2058
夜間・土日祝 •••• TEL:050-3531-4455 

FAX:06−6339−2058
２ 受診後、医師に「コロナの疑い」と判断される
と、PCR検査センター等で検査を実施します。
結果によって、保健所等から連絡が入ります。
不明点・詳細等は、吹田市HPもしくは、
健康医療部地域保健課(06-6339-2227)まで

【人を傷つけるような言動を慎んで、相手の気持ち
に寄り添った思いやりのある行動を！】

【女性のための電話相談支援が拡充されました。】

５月定例会も、一人あたりの発言時間の短縮及び市長からの依頼により、健康医
療部の関係は答弁者に配慮して代表質問に統合しています。
今回の会派代表質問は、私、いそがわが行いました。詳しくはぜひ、議事録（市
議会HP掲載https://www.city.suita.osaka.jp/shigikai.html ）にてご覧ください。

直通電話：06－6337－3338
（直接女性のカウンセラーへ繋がります。）
令和3年7月から令和4年3月まで水曜日の17時から20時と、
土曜日の13時から17時も相談できるようになりました。
（月・金は10-16時、水は、10時-20時、土曜は13-17時）
暮らしの中の疑問や悩み、生き方やコロナ禍でのモヤモヤ
など、一度問い合わせてみてください。

mailto:510yuka.suita@gmail.com
https://isoyuka.net/


１．市会議案第１４号：国の負担で学校給食の無償化を求める意見書 賛成２２ 反対１３原案可決
２．市会議案第１５号：オンライン本会議の実現に必要となる制度改正を求める意見書

賛成１９ 反対１６ 原案可決
３．市会議案第１６号：沖縄戦戦没者の遺骨等が混入した土砂を埋め立てに使用しないことを求める意見書

賛成３０ 反対 ５ 原案可決
4． 市会議案第１７号：生理用品に消費税の軽減税率の適用を求める意見書

賛成１６ 反対１９ 否決
5． 市会議案第２０号：北部大阪都市計画特別用途地区(万博記念公園地区)内での住宅建設は認めないことを

求める決議 賛成３０ 反対５ 原案可決

以下、SNS等の情報です。
Facebook :市民と歩む議員の会
五十川HPのQRコードはこちら→

◎沖縄の辺野古沿岸部の埋立について
沖縄戦戦没者の遺骨の入った土砂を使
用しないことを求める意見書を採択しま
した‼︎以下、意見書内容（抜粋）↓↓
１ 沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入し
た土砂を埋立てに使用しないこと。
２ 日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈
な地上戦があった沖縄の事情に鑑み、
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律
により、政府が主体となって戦没者の遺
骨収集を実施すること。

◎補正予算の内容について
・市営江坂住宅跡地利用による特定教
育・保育施設等整備支援事業
→保育所整備における工事などに向け
た地域住民への丁寧な説明を求めた。
・学校規模に係る具体的な課題解決に
向けた計画策定のためのコンサル業務
の委託事業（1,137万円）
→35人学級の実現（国の制度改正に伴
う）に向けた具体的な実施計画等を示

すための事業です。
検討する期間が短い
点、危惧する。地域住
民との丁寧な議論を早い段階で行うよう
求めました。また、少人数学級の実現は
部分的であれ、一年でも早く実施できる
よう最大限の尽力を求めました。

・その他、戸籍住民登録事業、障害福
祉サービス等人材確保・養成事業、佐
井寺西土地区画整理事業、家庭へのモ
バイルルータの貸与、教育におけるICT
活用のためのアドバイザーに対する謝
礼等事業予算について可決しました。

◎万博記念公園駅前活性化事業（ア
リーナ建設）内の特別用途地区におい
て、共同住宅の事業提案がされたことを
受け、市議会にて、賛成多数により、
「万博記念公園地区において住宅建設
は認めないことを求める決議」を可決。

◎代表質問より（抜粋）：
・緊急事態宣言下における保健所の対
応・体制について
・香害（化学物質過敏症）の影響と理解
促進に向けた啓発について
Q：ある調査では、小学生で10％、中学
生で15％発症と言われてる。ただ、発症
原因が見えないため理解されにくいとの
こと。子供用のポスター作成や学校への
掲示、また保護者向けに香害への理解
を促すお知らせ等を実施できないか。
A:子供・学校での啓発につき
ましては、ポスターの掲示や
リーフレットの配付など、効果的
な手法を関係部局と連携し、検討する。
・桃山公園再整備への意見の反映は？
Q:地域住民・市民等からの要望内容は、
今後どのように扱われるのか。
A:説明会に参加された方や説明動画を
御覧になられた方から頂いた御意見に
ついては、今後作成する事業者募集要
項の参考にさせていただきたい。

〜５月定例会の議案質疑・政府への意見書・決議・一般質問にて〜

吹田市議会９月定例会は９月２日から９月３０日までです。市政を
チェックするためにもぜひ、傍聴ください。 （感染拡大防止の為、
本会議のインターネット視聴の活用にご協力をお願いしています。）
５月20日から傍聴者への規則を改正しています。詳細はHPにて。

補正予算、条例については、全会派一致の賛成となりました。今回、賛否の分かれた項目は、市会議
案です。市民と歩む議員の会が作成者となって提案をした各意見書（1−３）については、可決され、
政府へ届けることができました。また、万博記念公園駅前開発にかかる住宅建設を認めない決議につ
いては、これを受けて、吹田市長がどのような判断をされるかが重要となります。
議案等（予算、条例、国や府への意見書）のうち、賛否の分かれた議案の一部です。

（意見書：※地方自治法第99条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件
につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。）個人賛否は以下の表のとおりです。

表記意味
賛成者 ○
反対者 ×
退席者 退

市長提案の
議案28件、
市会議案

８を議決等
しました。


